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3 2 月 18 日㈪七生支所は臨時休業になります

民
登
録
・
外
国
人
登
録
を
し
て
い
る

方
［
申
込
み
］
２
月
１
日
㈮
か
ら
市

役
所
１
階
銀
行
派
出
窓
口
、
七
生
支

所
、
市
内
各
金
融
機
関
（
郵
便
局
を

除
く
）［
問
合
せ
先
］
都
市
計
画
課

■
建
設
工
事
の
実
施
は
「
分
別
」
と

「
リ
サ
イ
ク
ル
」
が
必
要
～
該
当
工

事
の
際
に
は
事
前
に
届
け
出
を

　
「
建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資

源
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ

き
、
一
定
規
模
以
上
の
工
事
に
つ
い

て
は
、
分
別
解
体
等
及
び
再
資
源
化

等
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
該
当
す
る
工
事
施

工
時
に
は
、
１
週
間
前
ま
で
に
届
け

出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
市
で
は

分
別
解
体
の
徹
底
と
よ
り
積
極
的
な

リ
サ
イ
ク
ル
活
動
を
行
い
、
環
境
に

や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
ま

す
。

［
問
合
せ
先
］
建
築
指
導
課
（
☎

587
・
６
２
１
１
）

■
市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の
納
期

内
納
付
を

　

市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の
納
付

に
は
、
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
一
度
手
続
き
を
す
れ

ば
、
毎
回
金
融
機
関
へ
納
付
に
行
く

必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
３
月

末
ま
で
に
手
続
き
を
し
ま
す
と
、
平

成
20
年
度
か
ら
全
税
目
で
口
座
振
替

が
出
来
ま
す
。

　

な
お
、
納
付
書
で
の
納
付
が
困
難

な
場
合
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ

ン
キ
ン
グ
や
モ
バ
イ
ル
バ
ン
キ
ン
グ

に
よ
り
納
付
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す

（
た
だ
し
振
込
手
数
料
は
納
税
者
の

負
担
）。
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
で
も
納
付
出
来
ま
す
。

［
問
合
せ
先
］
納
税
課

■
人
権
擁
護
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て

　

１
月
１
日
付
で
、
法
務
大
臣
か
ら

次
の
４
人
の
方
が
委
嘱
を
受
け
、
任

期
満
了
に
伴
い
、
12
月
31
日
付
で
２

人
の
方
が
退
任
さ
れ
ま
し
た
。

［
委
嘱
を
受
け
ら
れ
た
方
］
吉
野
美

智
子
、
能
瀨
廉
英
、
日
野
昭
和
、
山

口
徹
雄
の
各
氏
※
任
期
は
平
成
22
年

12
月
31
日
ま
で
［
退
任
さ
れ
た
方
］

平
清
太
郎
、
片
岡
千
壽
子
の
各
氏

［
問
合
せ
先
］
市
長
公
室
市
民
相
談

担
当

■
起
業
・
新
分
野
開
拓
を
応
援
し
ま

す
！

　
「
起
業
家
支
援
オ
フ
ィ
ス
」
で
は
、

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
起
業
や
も
の
づ

く
り
に
関
連
し
た
各
種
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
こ
の
「
起
業
家
支
援
オ

フ
ィ
ス
」
に
入
居
し
て
、
起
業
、
新

分
野
開
拓
を
目
指
す
個
人
・
法
人
に

対
し
て
、
施
設
利
用
に
係
る
経
費
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。

［
補
助
対
象
期
間
］
入
居
開
始
の
日

か
ら
起
算
し
て
２
年
［
対
象
］
富
士

電
機
情
報
サ
ー
ビ
ス
㈱
の
運
営
す

る
「
起
業
家
支
援
オ
フ
ィ
ス
」
に
入

居
し
、
起
業
等
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る

次
の
要
件
を
満
た
す
方
①
市
内
に
居

住
ま
た
は
事
業
所
を
有
す
る
方
②
国

税
、
都
道
府
県
税
及
び
市
区
町
村
税

の
滞
納
が
な
い
③
そ
の
他
市
長
が
相

当
と
認
め
る
場
合
［
補
助
金
の
額
］

月
２
万
円
［
問
合
せ
先
］
起
業
家
支

援
オ
フ
ィ
ス
（
☎
583
・
１
９
０
５
）、

市
産
業
振
興
課

■
改
正
パ
ー
ト
労
働
法
セ
ミ
ナ
ー

［
日
時
］
①
２
月
20
日
㈬
午
後
２
時

～
４
時
②
２
月
29
日
㈮
午
後
２
時
～

４
時
［
会
場
］
福
祉
支
援
セ
ン
タ
ー

［
内
容
］
①
パ
ー
ト
労
働
法
改
正
と

処
遇
の
ポ
イ
ン
ト
②
パ
ー
ト
社
員
の

社
会
保
険
、
雇
用
保
険
の
留
意
点

［
講
師
］
横
山
玲
子
氏
（
社
会
保
険

労
務
士
）［
定
員
］
先
着
60
人
［
申

込
方
法
］
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
労
働
相

談
情
報
セ
ン
タ
ー
八
王
子
事
務
所

（
☎
042
・
643
・
０
２
７
８

042
・
645
・
７

１
８
５
）
へ
※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
T

Ｏ
K　
Y
Ｏ
は
た
ら
く
ネ
ッ
ト
」

（http://www.hataraku.m
etro.

tokyo.jp/

）
か
ら
も
申
込
可

■
交
通
災
害
共
済
「
ち
ょ
こ
っ
と
共

済
」
に
加
入
を

　
「
ち
ょ
こ
っ
と
共
済
」
は
、
東
京

都
39
市
町
村
の
住
民
が
会
費
を
出
し

合
い
交
通
事
故
に
遭
っ
た
時
、
見
舞

金
（
別
表
参
照
）
を
受
け
ら
れ
る
助

け
合
い
の
制
度
で
す
。

［
選
べ
る
２
コ
ー
ス
制
］
Ａ
コ
ー
ス

…
年
額
１
千
円
の
会
費
、
Ｂ
コ
ー

ス
…
年
額
500
円
の
会
費
［
共
済
期

間
］
４
月
１
日
～
平
成
21
年
３
月
31

日
の
１
年
間
［
加
入
資
格
］
市
に
住

●交通災害共済見舞金

等級
交通災害の程度

（交通災害を受けた日から
1 年以内）

見舞金額
Ａコース
（年額
1,000円）

Ｂコース
（年額
500 円）

１等級 死亡 300 万円 150 万円
２等級 重度の後遺障害※注 200 万円 100 万円
３等級 入院日数 90 日以上の傷害 45 万円 30 万円
４等級 入院日数 60 日以上の傷害 30 万円 20 万円

５等級
入院日数 30 日以上または
実治療日数 100 日以上の傷害

22 万円 15 万円

６等級
入院日数 20 日以上または
実治療日数 50 日以上の傷害

15 万円 10 万円

７等級
入院日数 10 日以上または
実治療日数 25 日以上の傷害

12 万円 8 万円

８等級 実治療日数 10 日以上の傷害 8 万円 5 万円
９等級 実治療日数 5 日以上の傷害 5 万円 3 万円
10 等級 実治療日数 5 日未満の傷害 3 万円 2 万円
※ 身体障害者福祉法施行規則別表第 5 号に掲げる 1 ～ 3 級の
障害に該当したときをいいます

●届け出が必要な工事一覧
対象建設工事の種類 規模の基準

建築物の解体工事 床 面 積 の 合 計
　80㎡以上

建築物の新築・増築
工事

床 面 積 の 合 計
　500㎡以上

建築物の修繕・模様
替等工事 ( リフォー
ム等 )

請負代金の額
1 億円以上

建築物以外の工作物
の工事(土木工事等)

請 負 代 金 の 額
500 万円以上

（広告）

■
福
利
厚
生
で
あ
な
た
の
会
社
を
支

え
ま
す
！

　

㈳
日
野
市
勤
労
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
は
、
事
業
主
と
従
業
員
の

福
利
厚
生
の
充
実
で
、
事
業
の
発
展

に
役
立
て
て
い
ま
す
。

［
入
会
資
格
］
市
内
の
従
業
員
規
模

300
人
以
下
の
事
業
所
の
事
業
主
と
従

業
員
、
市
外
の
中
小
企
業
に
勤
務
の

市
民
［
入
会
金
・
会
費
］
１
人
当
た

り
入
会
金
500
円
、
月
会
費
500
円

▼
こ
ん
な
事
業
が
あ
り
ま
す

［
共
済
金
給
付
事
業
］
会
員
の
結
婚

…
２
万
円
、
成
人
…
１
万
円
、
還
暦

…
１
万
円
や
各
種
祝
金
や
見
舞
金
、

死
亡
の
際
の
弔
慰
金
…
最
高
90
万
円

な
ど な
　
ど
［
生
活
資
金
融
資
］
教
育
・
医
療

等
の
生
活
資
金
に
最
高
100
万
円
の
融

資
［
退
職
金
共
済
掛
金
補
助
事
業
］

国
や
商
工
会
が
実
施
す
る
退
職
金
共

済
制
度
に
加
入
す
る
と
補
助
が
受
け

ら
れ
ま
す
［
レ
ジ
ャ
ー
・
レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
補
助
事
業
］
①
バ
ス
ツ
ア

ー
の
実
施
②
宿
泊
助
成
（
１
泊
２
千

円
を
会
員
１
人
年
間
２
泊
ま
で
補

助
）
③
レ
ジ
ャ
ー
施
設
等
の
割
引

［
健
康
維
持
増
進
事
業
］
人
間
ド
ッ

ク
や
脳
ド
ッ
ク
へ
の
助
成
、
ゴ
ル
フ

大
会
等
の
事
業
［
生
涯
学
習
事
業
］

Ｎ
Ｈ
Ｋ
学
園
生
涯
学
習
通
信
講
座
等

の
受
講
料
の
一
部
助
成
［
そ
の
他
の

事
業
］
会
員
の
店
舗
（
飲
食
店
）
で

の
利
用
券
の
発
行
な
ど
の
事
業

［
問
合
せ
先
］
勤
労
者
福
祉
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
（
☎
581
・
６
７
１
１
）

■
猫
は
屋
内
で
飼
い
ま
し
ょ
う

　
「
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す

る
法
律
」
で
、「
猫
の
所
有
者
等
は
、

疾
病
の
感
染
防
止
、
交
通
事
故
防
止

等
、
猫
の
健
康
と
安
全
保
持
の
観
点

か
ら
室
内
飼
育
に
努
め
る
」、「
繁
殖

を
希
望
し
な
い
場
合
は
繁
殖
を
制
限

す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
」
等
の

所
有
者
責
任
（
飼
い
主
責
任
）
が
強

化
さ
れ
て
い
ま
す
。

［
問
合
せ
先
］
環
境
保
全
課

　

バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
ま
ち
づ
く

り
に
関
す
る
市
民
の
期
待
が
高

ま
る
中
、
誰
も
が
使
い
や
す
い

ま
ち
の
実
現
を
目
指
し
て
、
現

在
、「
日
野
市
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

デ
ザ
イ
ン
推
進
条
例
」
の
策
定

作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

条
例
策
定
に
あ
た
っ
て
、
利

用
者
の
意
見
を
条
例
に
反
映

さ
せ
る
た
め
、
平
成
19
年
３
月

に
、
市
民
及
び
障
害
者
団
体
、

関
連
市
民
団
体
、
学
識
経
験
者

等
で
構
成
さ
れ
る
「
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
デ
ザ
イ
ン
推
進
条
例
検
討

日野市ユニバーサルデザイン推進条例策定に
向けて、委員会からの提言書がまとまりました

ご意見をお寄せください
委
員
会
」
を
設
置
し
、
検
討
を

進
め
て
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
平
成
19
年
12
月
、

９
回
に
わ
た
る
委
員
会
で
の
検

討
結
果
を
「
提
言
書
」
と
し
て

ま
と
め
、
市
長
に
提
出
し
ま
し

た
。
こ
の
提
言
書
は
、「
こ
ん

な
条
例
に
し
て
ほ
し
い
」
と
い

う
も
の
で
、
今
後
、
こ
れ
を
踏

ま
え
て
、
条
例
の
策
定
作
業
に

入
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
提

言
書
に
対
し
て
広
く
市
民
の
皆

さ
ん
の
意
見
を
伺
い
ま
す
。

　

詳
し
い
内
容
は
、
市
内
各
図

書
館
、
市
役
所
３
階
都
市
計
画

課
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ご
意
見
・
ご
提
案
は
、２
月
15

日
㈮
ま
で
に
、住
所
、氏
名
、電

話
番
号
、そ
の
他
の
連
絡
先
を

記
入
し
、
い
ず
れ
か
の
方
法
で

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

▽
郵
送
＝
〒
191

｜

８
６
８
６

日
野
市
役
所
都
市
計
画
課

▽
Ｆ
Ａ
Ｘ
＝
583
・
４
４
８
３

▽
Ｅ
メ
ー
ル
＝tosikei@

city.
hino.lg.jp

提言書のポイント
■日野市のユニバーサルデザインのまちづ
くりの目標像

■本条例の役割と構成

■本条例の理念と名称

⇒上記の目標像を実現するため、以下を備えるものとし
ます

■建築物などの施設や、　施
　設の間の移動空間について
　のユニバーサルデザイン化
　の誘導手段
⇨不特定多数が利用する施設
　の整備基準への適合努力義
　務
⇨上記のうち、一定の種類及
　び規模の施設の新設又は改
　修に当たっての届出義務、
　勧告・公表など

手段 実現環境を整える
ためのしくみ＋

➡ ➡

⇒市民だれもが自らの意思で自由に行動して、余暇文化
活動を含めたあらゆる活動に参加し、充実した生活を送
ることができる生活環境を実現したまち
⇒上記の生活環境の実現によって、市民誰もが人生を楽
しみながら希望を持って生きられるまち

⇒「ユニバーサルデザイン」ということばを、多様な人々
が可能なかぎり最大限に使いやすいように、生活環境を
デザインしようと、たゆみなく努力し続けることと定義
し、この考え方を本条例の理念（基本姿勢）とします
⇒この理念にのっとり、名称を『日野市ユニバーサルデ
ザイン推進条例』とします

■継続的発展を促すしくみ
⇨「計画・設計」、「実施内容」
　を「評価」し、改善に反映
　させるしくみ
⇨上記の各段階へ市民が参画
　するしくみ、利用者の意見
　を取り入れるしくみ
■運用・推進体制づくり
■支援制度づくり


